
（平成２５年１０月１７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 27 年３月７日から 28 年２月 28 日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は 27

年３月７日であったと認められ、かつ、事業主は、申立人が 28 年２月 28

日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが

認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及

び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当

である。 

  申立期間のうち、昭和 28 年２月 28 日から同年 11 月１日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者

記録のうち、当該期間に係る上記訂正後の資格喪失日（昭和 28 年２月 28

日）及び資格取得日（昭和 28 年 11 月１日）を取り消し、当該期間の標準

報酬月額を、8,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る昭和 28 年２月から同年 10 月までの厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 27 年３月７日から 28 年 11 月１日まで 

 私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の被保

険者記録が無い。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 27 年３月７日から 28 年２月 28 日までの期間

について、雇用保険の加入記録、申立人が所持する辞令及び退職金内訳

書から、申立人が当該期間において、Ａ社に勤務していたことが認めら

れる。 

  



                      

    また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の基礎年金番号と同一の番号で、申立人の氏名と一字異なり、生年月

日が相違している厚生年金保険被保険者記録（資格取得日は昭和 21 年

６月 24 日、資格喪失日は 28 年２月 28 日）が確認できる。 

  さらに、申立人は、上記番号と同一の番号が記載された厚生年金保険

被保険者証を所持している上、当該被保険者証の生年月日は訂正されて

いるところ、当該訂正処理がなされる前の生年月日は、上記被保険者名

簿の生年月日と一致していることが確認でき、これらのことから、当該

厚生年金保険被保険者記録は、申立人の記録であると判断することがで

きる。 

  加えて、上記被保険者名簿には、申立人の資格取得日は昭和 21 年６

月 24 日と記載されているが、申立人は、Ａ社に 27 年３月７日から勤務

したとしているところ、上記のとおり、申立人は、同年３月７日には同

社において勤務していたことが認められることに加え、上記被保険者名

簿において、申立人の直前に記載のある被保険者の資格取得日は同年２

月１日となっており、申立人の直後に記載のある被保険者の同資格取得

日は同年４月１日となっていることから、申立人の同社における資格取

得日は同年３月７日とするのが妥当である。 

  これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者の資格取得日は昭和 27 年３月７日であったと認められ、かつ、

事業主は、申立人が 28 年２月 28 日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所に行ったことが認められる。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿の記録

から、8,000 円とすることが妥当である。 

  

  

  

  

 

  ２ 申立期間のうち、昭和 28 年２月 28 日から同年 11 月１日までの期間

について、申立人は、上記のとおり同年２月 28 日に被保険者資格を喪

失し、その後、同年 11 月１日にＡ社において、再度同資格を取得して

おり、当該期間の被保険者記録が無い。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録、申立人が所持する辞令及び退職

金内訳書並びに複数の同僚の証言から、申立人がＡ社に継続して勤務し

ていたことが認められる。 

   また、上記辞令及び複数の同僚の証言により、申立人は当時、Ａ社に

おいて正社員であることが認められるところ、複数の同僚は、正社員は

厚生年金保険に加入していた旨供述している。 

   さらに、当該同僚及び当時の所長は、いずれも当該期間において、厚

生年金保険の記録が継続していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保

 

 

 

 

  



                      

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿におけ

る申立人の昭和 28 年１月の記録及び申立人のＡ社における同年 11 月の

記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

  また、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及

び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを

記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 28 年２月から同年 10 月までの保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

  

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得

日に係る記録を昭和 35 年 12 月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万 4,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和６年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 12 月 20 日から 36 年１月１日まで 

  厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていな

いが、当該期間は、Ｃ社（現在は、Ｄ社）及びグル－プ会社であるＡ社

Ｂ工場に継続して勤務していた。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 （注）申立ては、申立人の姉が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の記録並びに申立期間当時のＣ社の社会保険事務

担当者及び同僚の証言により、申立人は申立てに係るグル－プ会社に継続

して勤務し（Ｃ社からＡ社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、上記の社会保険事務担当者が、「給与計算の

締め日に当たる昭和 35 年 12 月 20 日付けで資格喪失の届出を行い、同年

12 月の保険料は異動先のＡ社で納付してもらうことを想定していたが、

両社間の異動に伴う事務の引継ぎが適切に行われていなかった。」と証言

していることから、同年 12 月 20 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ工場に

  

  

  



                      

おける昭和 36 年１月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から２

万 4,000 円とすることが妥当である。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、Ａ社への異動に伴い、申

立人を含む 34 人全員が、Ｃ社において昭和 35 年 12 月 20 日に被保険者資

格を喪失し、Ａ社Ｂ工場における同資格の取得日が 36 年１月１日となっ

ていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る 35 年 12 月の保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8649 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 35 年７月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 6,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年７月１日から同年 10 月１日まで 

  私は、昭和 32 年７月 20 日にＣ社に入社した後、Ａ社に異動となり、

平成 15 年５月 31 日に退社するまで継続して勤務していたにもかかわら

ず、年金事務所の記録では、申立期間の記録が欠落している。申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が申立期間

に申立てに係るグループ会社に継続して勤務していたことが認められる。 

  また、申立期間において厚生年金保険被保険者記録が欠落している同僚

が 10 人以上確認できるところ、このうち、申立人と同一の勤務形態及び

業務内容の同僚が所持していたＡ社の給料支払明細書において、申立期間

に係る厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚が提出した給料

支払明細書によると、厚生年金保険料については、翌月控除であったと推

認できるところ、Ｃ社における資格喪失時（昭和 35 年６月）からＡ社に

おける資格取得時（昭和 35 年 10 月）までの全ての期間に係る厚生年金保

 

 

 

  



                      

険料控除額が同額であり、その金額に見合う標準報酬月額は、Ｃ社におけ

る資格喪失時の標準報酬月額と一致していることから、申立人についても

申立人のＣ社における昭和 35 年６月の社会保険事務所（当時）の記録か

ら、6,000 円とすることが妥当である。 

  一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間には厚生年金保険の

適用事業所となっていないが、申立期間においても勤務していたと認めら

れる同僚が 10 人以上いることから、同社は当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、事業主は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所の要件を

満たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 35 年７月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 6,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年７月１日から同年 10 月１日まで 

 夫は、昭和 32 年７月 20 日にＣ社に入社した後、Ａ社に異動となり、

平成 12 年 12 月 25 日に退社するまで継続して勤務していたにもかかわ

らず、年金事務所の記録では、申立期間の記録が欠落している。申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社の回答から判断すると、申立人が申立期間

に申立てに係るグループ会社に継続して勤務していたことが認められる。 

  また、申立期間において厚生年金保険被保険者記録が欠落している同僚

が 10 人以上確認できるところ、このうち、申立人と同一の勤務形態及び

業務内容の同僚が所持していたＡ社の給料支払明細書において、申立期間

に係る厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、前述の同僚が提出した給料

支払明細書によると、厚生年金保険料については、翌月控除であったと推

 

 

 

  



                      

認できるところ、Ｃ社における資格喪失時（昭和 35 年６月）からＡ社に

おける資格取得時（昭和 35 年 10 月）までの全ての期間に係る厚生年金保

険料控除額が同額であり、その金額に見合う標準報酬月額は、Ｃ社におけ

る資格喪失時の標準報酬月額と一致していることから、申立人についても、

申立人のＣ社における昭和 35 年６月の社会保険事務所（当時）の記録か

ら、6,000 円とすることが妥当である。 

  一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、申立期間には厚生年金保険の

適用事業所となっていないが、申立期間においても勤務していたと認めら

れる同僚が 10 人以上いることから、同社は当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

  なお、事業主は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所の要件を

満たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認

められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 39 年９月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月 30 日から同年９月１日まで 

 夫はＡ社に勤務していたが、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人に係る人事記録及び同僚の証言から判断する

と、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 39 年９月１日に同社から同社

Ｃ店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としており、このほかにこれを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

 

 

 

  



                      

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険の資格喪失日に係る記録を昭和 48 年５月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

    

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月 30 日から同年５月１日まで 

 厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていな

いが、当該期間は、Ａ社からグループ会社であるＣ社（現在は、Ｄ社）

に出向していた期間であり、継続して勤務していた。 

 調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答、Ｄ社が保管する申立人に係る社員名簿（労働者名簿）及び

同僚の供述から判断すると、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続

して勤務し（昭和 48 年４月 16 日にＡ社からＣ社に出向）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

  なお、申立人は、Ｃ社に出向して勤務していた期間のうち昭和 48 年４

月 30 日までＡ社の厚生年金保険被保険者期間となっている上、Ｃ社は、

同年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立人

の被保険者資格は、本来、同日までＡ社において引き続き有すべきもので

ある。 

 

  



                      

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から９万 8,000 円とすること

が妥当である。 

  なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについて、Ｂ社は不明としているが、事業主が資格喪失

日を昭和 48 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年４月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る厚生年金保険の資格喪失日に係る記録を昭和 48 年５月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を５万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月 30 日から同年５月１日まで 

  厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていな

いが、当該期間は、Ａ社からグループ会社であるＣ社（現在は、Ｄ社）

に出向していた期間であり、継続して勤務していた。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答、Ｄ社が保管する申立人に係る社員名簿（労働者名簿）、雇

用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、申立てに係

るグループ会社に継続して勤務し（昭和 47 年 10 月 16 日にＡ社からＣ社

に出向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

 なお、申立人は、Ｃ社に出向して勤務していた期間のうち昭和 48 年４

月 30 日までＡ社の厚生年金保険被保険者期間となっている上、Ｃ社は、

同年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立人

の被保険者資格は、本来、同日までＡ社において引き続き有すべきもので

ある。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から５万 2,000 円とすること

  

  

  



                      

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについて、Ｂ社は不明としているが、事業主が資格喪失

日を昭和 48 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年４月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 35 年３月 17 日から 37 年頃まで 

  厚生年金保険の記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間

は、昭和 34 年 12 月１日から 35 年３月 17 日までの期間とされているが、

これほど短期間で退職する理由は無く、時期ははっきりとは分からない

が 37 年頃まで勤務していたので、調査の上、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 37 年頃まで、Ａ社に勤務していたと主張している。 

  しかし、Ｂ社は、申立期間当時の資料は保管しておらず、当時のことを

知る者もいないため、申立人の在籍期間及び厚生年金保険料の控除につい

て不明である旨回答をしている。 

  また、複数の同僚に照会を行ったものの、申立人の退職時期及び申立期

間における厚生年金保険料の控除に係る供述を得ることはできなかった。 

  さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人の資格喪失日は

昭和 35 年３月 17 日となっており、オンライン記録と一致している。 

  このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

  




